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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれの画素が第１の光電変換素子と第２の光電変換素子を備える撮像素子と、
　前記撮像素子の画素ごとに設けられたマイクロレンズにより構成されるマイクロレンズ
アレイと、
　前記第１の光電変換素子を使用した動画撮影と並行して前記第２の光電変換素子を使用
した静止画撮影を実行する制御手段を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記マイクロレンズは、前記第１の光電変換素子および前記第２の光電変換素子のそれ
ぞれと撮影光学系の射出瞳を光学的に共役にすることを特徴とする請求項１に記載の撮像
装置。
【請求項３】
　前記第２の光電変換素子の光電変換時間を制御する静止画シャッターを更に有すること
を特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記静止画シャッターは、前記第２の光電変換素子が蓄積した電荷を出力させる信号を
与える電子シャッターであることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記静止画シャッターは、撮影光学系を通過する光を透過および遮光することを特徴と
する請求項３に記載の撮像装置。
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【請求項６】
　前記静止画シャッターが遮光する領域の割合は前記マイクロレンズに割り当てられた前
記第１の光電変換素子と前記第２の光電変換素子の個数の割合に対応していることを特徴
とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記静止画撮影の指示が入力される静止画撮影指示手段を有することを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、所定の間隔で自動的に静止画を撮影することを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記動画撮影の開始および停止の指示が入力される動画撮影指示手段を有し、
　前記制御手段は、前記動画撮影指示手段に前記動画撮影の開始の指示が入力されると前
記動画撮影を開始し、前記静止画撮影を行うかどうかにかかわらず、前記動画撮影指示手
段に前記動画撮影の停止の指示が入力されるまで前記動画撮影を継続することを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記撮像素子の各画素は、複数の第１の光電変換素子と複数の第２の光電変換素子を備
えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画撮影機能と静止画撮影機能を有する撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、動画撮影と並行して静止画撮影をすることは知られており（特許文献１）、
撮像素子に動画用の画素と静止画用の画素を設けることも知られている（特許文献２）。
また、レンズの絞りの近傍に２つの開口部を設け、絞りが異なる開口を交互に遮光する所
謂瞳分割技術も知られている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－４１７５号公報
【特許文献２】特開２００７－１３４８０６号公報
【特許文献３】特開平１０－３１９３１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献２のように、動画撮影中に動画撮影を中断することなく撮像素
子の静止画用画素を使用して静止画撮影をする際に、静止画用の画素が設けられている分
だけ動画像の解像度が低下する。
【０００５】
　そこで、本発明は、動画撮影と並行して動画像の解像度を維持しながら静止画撮影をす
ることが可能な撮像装置を提供することを例示的な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、それぞれの画素が第１の光電変換素子と第２の光電変換素子を備
える撮像素子と、前記撮像素子の画素ごとに設けられたマイクロレンズにより構成される
マイクロレンズアレイと、前記第１の光電変換素子を使用した動画撮影と並行して前記第
２の光電変換素子を使用した静止画撮影を実行する制御手段を有することを特徴とする。



(3) JP 5783929 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、動画撮影と並行して動画像の解像度を維持しながら静止画撮影をする
ことが可能な撮像装置を提供することが可能な撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の撮像装置のブロック図である。（実施例１）
【図２】図１に示す撮像素子の拡大平面図である。（実施例１、２、３）
【図３】図２に示すマイクロレンズと受光素子との関係を示す拡大平面図である。（実施
例１、２、３）
【図４】本発明の撮像装置のブロック図である。（実施例２）
【図５】図４に示すメカシャッターの平面図である。（実施例２）
【図６】図４に示す開口絞りの一例の平面図である。（実施例２）
【図７】図４に示すメカシャッターの変形例の平面図である。（実施例２）
【図８】本発明の撮像装置のブロック図である。（実施例３）
【図９】図８に示す物性シャッターの拡大側面図である。（実施例３）
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、実施例１の撮像装置のブロック図である。撮像装置は、デジタルカメラやデジ
タルビデオカメラなど、動画撮影機能と静止画撮影機能を有する。
【００１１】
　撮像装置は、物体の光学像を形成する複数のレンズ群を有する撮影光学系１０、光学像
を光電変換するＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサなどの撮像素子２０、制
御系を有する。図１において、一点鎖線で示すＯＡは撮影光学系の光軸である。１１は撮
影光学系１０に設けられ、撮像素子２０に入射する光量を調節する開口絞りである。撮影
光学系１０に設けられる複数のレンズ群は、光軸ＯＡの方向に移動されて焦点調節を行う
フォーカスレンズや、光軸方向に移動されて焦点距離を変更するズームレンズ（変倍レン
ズ）を含む。撮影光学系１０はレンズ鏡筒に収納されて、レンズ鏡筒はカメラ本体に一体
的に、または、交換可能に装着されてもよい。
【００１２】
　図２（ａ）は、撮像素子２０の拡大平面図であり、撮像素子２０には複数のマイクロレ
ンズ２２がアレイ状に配置されたマイクロレンズアレイ２１が配置されている。各マイク
ロレンズ２２は撮像素子２０の１画素ごとに設けられ、１画素に相当する。各マイクロレ
ンズ２２を通過した光がそのマイクロレンズに対応する複数の受光素子が受光する。複数
の受光素子は、動画用の受光素子と静止画用の受光素子を含む。このように、本実施例で
は、全ての撮像用の画素の情報は動画用と静止画用に分割されて異なる受光素子に受光さ
れている。
【００１３】
　各マイクロレンズ２２は、受光素子と射出瞳を光学的に共役に維持して結像状態を維持
している。各受光素子は入射光を光電変換する光電変換素子である。また、各画素には不
図示のカラーフィルタが、例えば、ベイヤー配列で配置され、図２（ａ）の水平方向のラ
イン毎に、各画素の補色単位の輝度情報に基づいて画像が形成される。
【００１４】
　図２（ｂ）は、射出瞳Ｐをマイクロレンズ２２で分割して分割光束を２つの受光素子２
３ａ、２３ｂに導光している様子を示す図である。このように、各マイクロレンズ２２は
、撮影光学系１０の射出瞳Ｐの一部からの光束を受光素子（第１の光電変換素子）２３ａ
に導き、射出瞳の別の一部からの光束を受光素子（第２の光電変換素子）２３ｂに導く瞳
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分割手段である。なお、受光素子の数は、後述するように、単なる例示であるため、各マ
イクロレンズ２２が光を導く受光素子の数は少なくとも一つの動画用の受光素子と少なく
とも一つの静止画用の受光素子であれば足りる。
【００１５】
　図２（ｃ）は、撮像素子の構造を示すブロック図である。受光素子は、動画を撮像する
受光素子ｘと静止画を撮像する受光素子ｙを含む。受光素子ｘが受光素子２３ａに対応し
、受光素子ｙが受光素子２３ｂに対応し、隣り合う受光素子ｘ、ｙのペアの上に、図２（
ｂ）に示すマイクロレンズ２２が配置されている。受光素子ｘが生成した電荷は第１の垂
直走査回路２５ａおよび第１の水平走査回路２６ａにより第１の出力回路２７ａに出力さ
れる。受光素子ｙが生成した電荷は第２の垂直走査回路２５ｂおよび第２の水平走査回路
２６ｂにより第２の出力回路２７ｂに出力される。図２（ｂ）の各回路の走査、出力のタ
イミングは第１、第２の画像読み出し制御手段３２、３３によって制御される。
【００１６】
　図２（ｃ）に示す撮像素子は、不図示のタイミングジェネレータから出力されるパルス
（信号）によって溜まった電荷を出力する電子シャッター機能（静止画シャッター手段）
を有する。出力タイミングは、第２の画像読み出し手段３１の設定する読み出し時間とな
る。撮像素子２０からの読み出し時間を短くすると高速シャッターとなる。静止画シャッ
ター駆動手段が、第２の画像読み出し制御手段３３に含まれ、静止画シャッター手段によ
る静止画用の受光素子からの読み出し時間（光電変換時間）を制御する。
【００１７】
　図３（ａ）～図３（ｃ）は各マイクロレンズ２２に対して配置される複数の受光素子の
例を示す平面図である。
【００１８】
　図３（ａ）は、各マイクロレンズ２２に対して２つの受光素子２３ａ、２３ｂが配置さ
れている場合を示す拡大平面図であり、本実施例で採用されている配置である。図３（ａ
）は図２（ｂ）、（ｃ）に対応する。各受光素子はマイクロレンズ２２により撮影光学系
の射出瞳とほぼ共役になるように設定されている。受光素子２３ａは瞳の一部からの光を
受光し、動画撮影に使用され、受光素子２３ｂは瞳の異なる一部からの光を受光し、静止
画撮影に使用される。図３（ａ）の構成では、マイクロレンズ２２が一画素に相当し、受
光素子２３ａ、２３ｂは一画素の情報を分割して取得しているので（即ち、画素数は減ら
ないので）解像度は低下しない。
【００１９】
　撮影光学系１０の射出瞳の位置が無限遠にあるときにはマイクロレンズ２２の光軸上に
２つの受光素子２３ａ、２３ｂの中心を配置するのが望ましい。撮影光学系１０の射出瞳
の位置が有限の距離にあるときには、受光素子が撮影光学系１０の瞳と共役になるように
マイクロレンズ２２の光軸から受光素子の中心をオフセットして配置し、２つの受光素子
に均等に光が入射するように構成するのが望ましい。
【００２０】
　図３（ｂ）は、各マイクロレンズ２２に対して２×２の４つの受光素子２３ｃ～ｆが配
置されている場合を示す拡大平面図である。このような構成にしたとき、動画を取得する
ための光量と静止画を取得するための光量を異ならせることができる。
【００２１】
　本実施例では、動画の情報を２つの受光素子２３ｃ、２３ｄから取得し、静止画の情報
を２つの受光素子２３ｅ、２３ｆから取得するが、対角の２つがペアになっていてもよい
。図３（ｂ）の構成もマイクロレンズ２２が一画素に相当し、受光素子２３ｃ～ｆは一画
素の情報を分割して取得しているので解像度は低下しない。
【００２２】
　図３（ｃ）は、各マイクロレンズ２２に対して４×４の１６の受光素子２３が配置され
ている場合を示す拡大平面図である。このとき動画を取得する画素と静止画を取得する画
素を市松模様のように配置することによって動画と静止画の光量がより等しい画像を取得
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することができる。図３（ｃ）の構成も各マイクロレンズ２２が一画素に相当し、受光素
子２３ｇ、２３ｈは一画素の情報を分割して取得しているので解像度は低下しない。ハッ
チングされた複数の受光素子２３ｇが動画用であり、複数の受光素子２３ｈは静止画用で
ある。
【００２３】
　制御系は、第１、第２の画像読み出し手段３０、３１、第１、第２の画像読み出し制御
手段３２、３３、制御手段３４、第１、第２の画像処理手段３５、３６、第１、第２のメ
モリ３７、３８、第１、第２の記録手段３９、４０、モニタ４１を有する。第１、第２の
画像読み出し手段３０、３１、第１、第２の画像読み出し制御手段３２、３３、制御手段
３４、第１、第２の画像処理手段３５、３６は電気回路として構成され、複数の手段が一
つの電気回路に統合されてもよい。
【００２４】
　また、撮像装置は、動画撮影指示手段４２と静止画撮影指示手段４３を更に有する。動
画撮影指示手段４２と静止画撮影指示手段４３は電子的手段（モニタ４１の画面に設けら
れたタッチセンサー）やスイッチやダイヤルなどの機械的手段から構成されるなど構成は
限定されない。動画撮影指示手段４２には、撮影者から動画撮影の開始と停止の指示（命
令）が入力される。静止画撮影指示手段４３には、撮影者から静止画撮影の指示が入力さ
れる。
【００２５】
　また、撮像装置は各種の撮影モードを設定可能である。これらの撮影モードは、撮影者
が動画撮影を行うことが可能な第１撮影モード、撮影者が静止画撮影を行うことが可能な
第２撮影モード、撮影者が動画撮影と並行して静止画撮影を行うことが可能な第３撮影モ
ードを含む。以下の説明では、本実施例において特徴的な第３撮影モードを中心に説明す
る。
【００２６】
　第３撮影モードにおいて、動画撮影指示手段４２から動画撮影が指示されると動画撮影
が開始するが、静止画撮影指示手段４３から静止画撮影の指示があると動画撮影を中断す
ることなく静止画撮影を行う。
【００２７】
　第１、第２の画像読み出し手段３０、３１は、それぞれ撮像素子２０の出力を不図示の
Ａ／Ｄ変換器を介してデジタル化した信号を受信する。第１の画像読み出し手段３０は動
画像を読み出し、第２の画像読み出し手段３１は静止画像を読み出す。
【００２８】
　制御手段３４は、制御系全体の動作を制御し、マイクロコンピュータとして構成されて
いる。制御手段３４は、動画用の受光素子を使用した動画撮影と並行して静止画用の受光
素子を使用した静止画撮影を実行する。第１の画像読み出し制御手段３２は動画像をモニ
タ４１に表示するが、静止画が撮影された時には制御回路３４は静止画の画像を一時的に
モニタ４１に表示する。
【００２９】
　制御手段３４は、動画撮影指示手段４２から動画撮影が指示されると第１の画像読み出
し制御手段３２を介して第１の画像読み出し手段３０による動画像の読み出しを制御する
と共に、第１の画像処理手段による画像処理も制御する。また、第１の画像読み出し制御
手段は第１の記録手段３９による画像記録も制御する。
【００３０】
　制御手段３４は、静止画撮影指示手段４３から静止画撮影が指示されると第２の画像読
み出し制御手段３３を介して第２の画像読み出し手段３１による静止画像の読み出しを制
御すると共に、第２の画像処理による画像処理も制御する。また、第２の画像読み出し制
御手段は第２の記録手段４０による画像記録も制御する。
【００３１】
　第１、第２の記録手段３９、４０は、半導体メモリなどの記録媒体から構成され、第１
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の記録手段３９が動画用、第２の記録手段４０が静止画用であるが、１つのメモリ領域を
分けて使用してもよい。モニタ１４は撮影中の画像を表示する液晶ディスプレイから構成
される。
【００３２】
　以下、第３撮影モードにおける制御系の動作について説明する。
【００３３】
　動画撮影指示手段４２から動画撮影が指示されると、制御手段３４は、第１の画像読み
出し制御手段３２を介して受光素子２３ａの情報を０にリセットする。その後、所定の時
間、受光素子２３ａは光電変換によって映像情報を生成し、第１の画像読み出し手段３０
は動画像の読み出しを開始し、読み出した画像情報を第１のメモリ３７に蓄積する。読み
出しが終了したら、制御手段３４は、受光素子２３ａの情報を０にリセットする。次いで
、第１の画像処理手段３５が階調補正、色補正などの画像処理を行い、画像処理が終了し
たら、その画像を第１の記録手段３９に記録する。その後、制御手段３４は次の指示を待
機する。
【００３４】
　次の指示が静止画撮影指示手段４３からの静止画撮影の指示であれば、制御手段３４は
、第２の画像読み出し制御手段３３を介して第２の画像読み出し手段３１による静止画像
の読み出しを行わせる。即ち、所定の時間、受光素子２３ｂは光電変換によって映像情報
を生成し、第２の画像読み出し手段３１は受光素子２３ｂから静止画像の読み出しを行い
、読み出した画像情報を第２のメモリ３８に蓄積する。読み出しが終了したら、制御手段
３４は、受光素子２３ｂの情報を０にリセットする。次いで、第２の画像処理手段３６が
階調補正、色補正などの画像処理を行い、画像処理が終了したら、その画像を第２の記録
手段４０に記録する。なお、制御手段３４は静止画撮影の指示を受ける前に、受光素子２
３ｂの情報を０にリセットしておく。
【００３５】
　一方、次の指示が動画撮影指示手段４２からの動画撮影停止の指示であれば、制御手段
３４は、第１の画像読み出し制御手段３２を介して第１の画像読み出し手段３０による動
画像の読み出しを停止させ、第１の記録手段３９への記録を停止させる。このように、第
１の画像読み出し制御手段３２による制御は、制御手段３４が動画撮影指示手段４２から
動画撮影の停止指示を受けるまで継続し、制御手段３４が静止画撮影指示手段４３からの
静止画撮影の指示を受けることによっては停止しない。このため、動画撮影を中断せずに
静止画撮影を行うことができる。
【実施例２】
【００３６】
　図４は、実施例２の撮像装置のブロック図である。実施例２の撮像装置は、メカシャッ
ター１２とその駆動手段である静止画シャッター回路４４を有する点で実施例１の撮像装
置と相違する。また、本実施例の撮像素子２０の各画素には、図２に示すように、マイク
ロレンズアレイ２２が配置され、各マイクロレンズ２２には、図３（ｂ）に示す４つの受
光素子が割り当てられている。２つの受光素子２３ｃ、２３ｄが撮影光学系１０の瞳の一
部を通過する光を受光し、別の２つの受光素子２３ｅ、２３ｆが撮影光学系１０の瞳の別
の一部を通過する光を受光する。
【００３７】
　メカシャッター１２は、撮影光学系１０の開口絞り１１の近傍に配置され、開口絞り１
１の開口の一部を機械的手段によって透過および遮光する静止画シャッター手段である。
これによって、感度の調節が可能となる。
【００３８】
　図５はメカシャッター１２の構造を示す平面図であり、図５（ａ）は開口１２ｂの半分
が閉じている状態、図５（ｂ）は開口１２ｂが全て開いている状態を示している。
【００３９】
　メカシャッター１２は、図５に示すように、シャッター基板１２ａに設けられたシャッ
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ター駆動レバー１２ｃ、シャッター羽根１２ｄ、１２ｅからなる。シャッター基板１２ａ
には撮影光学系１０の開口絞り１１の位置に開口１２ｂが設けられている。シャッター基
板１２ａには２つのスライド固定ピン１２ｈ、１２ｉがある。シャッター駆動レバー１２
ｃには２つの伝達ピン１２ｆ、１２ｇがある。
【００４０】
　静止画シャッター駆動回路が不図示のモーターを回転させ、モーターに連結されたシャ
ッター駆動レバー１２ｃの２つの伝達ピン１２ｆ、１２ｇの回動運動がシャッター羽根１
２ｄ、１２ｅに伝達される。２つの伝達ピン１２ｆ、１２ｇはシャッター駆動レバー１２
ｃと一体に回転する。
【００４１】
　シャッター羽根１２ｄ、１２ｅには、伝達ピン１２ｆ、１２ｇの回転移動をスライド方
向への移動に変換し、スライド方向と直交する方向の移動を吸収する移動伝達溝１２ｊ、
１２ｋがある。また、シャッター羽根１２ｄ、１２ｅにはスライド方向には移動可能で、
スライド方向と垂直な方向には固定ピン１２ｈ、１２ｉで位置を抑制されるスライド溝１
２ｌ、１２ｍがある。これにより、シャッター羽根１２ｄ、１２ｅはシャッター駆動レバ
ー１２ｃの回転により光軸と垂直な方向にそれぞれ異なる方向に摺動し、開口１２ｂの開
閉が行われる。
【００４２】
　開口１２ｂの開閉時間はスローシャッターから高速シャッターまで対応するまでに少な
くとも１秒～１／１０００秒で制御できるのが望ましい。さらには１０秒～１／１０００
０秒で制御できれば撮影の幅が広がるので尚良い。開口絞り１１の形状は、図６に示すよ
うに、２つの円開口１１ａ、１１ｂを有してもよい。
【００４３】
　本実施例では、第２の画像読み出し制御手段３３の動作が実施例１と異なる。まず、制
御手段３４は事前にメカシャッター１２を閉じ、受光素子２３ｅ、２３ｆの情報を０にリ
セットしておく。動画撮影を開始した後に静止画撮影指示手段４３から静止画撮影の指示
を受けると、制御手段３４は、所定の時間、メカシャッター１２を開いてから閉じ、第２
の画像読み出し制御手段３３を介して第２の画像読み出し手段３１による静止画像の読み
出しを行わせる。即ち、所定の時間、受光素子２３ｅ、２３ｆは光電変換によって映像情
報を生成し、第２の画像読み出し手段３１が受光素子２３ｅ、２３ｆから静止画像の読み
出しを行い、読み出した画像情報を第２のメモリ３８に蓄積する。読み出しが終了したら
、制御手段３４は受光素子２３ｅ、２３ｆの情報を０にリセットする。次いで、第２の画
像処理手段３６が階調補正、色補正などの画像処理を行い、画像処理が終了したら、その
画像を第２の記録手段４０に記録する。
【００４４】
　メカシャッター１２を撮影時には開放し、静止画撮影の指示があるときに閉じてもよい
。この場合の第２の画像読み出し制御手段３３の動作について説明する。まず、制御手段
３４は事前にメカシャッター１２を開放しておく。動画撮影を開始した後に静止画撮影指
示手段４３から静止画撮影の指示を受けると、制御手段３４は、メカシャッター１２を閉
じ、受光素子２３ｅ、２３ｆの情報を０にリセットする。次に、所定時間、メカシャッタ
ーを開いてから閉じ、第２の画像読み出し制御手段３３を介して第２の画像読み出し手段
３１による静止画像の読み出しを行わせる。即ち、所定時間、受光素子２３ｅ、２３ｆは
光電変換によって映像情報を生成し、第２の画像読み出し手段３１が受光素子２３ｅ、２
３ｆから静止画像の読み出しを行い、読み出した画像情報を第２のメモリ３８に蓄積する
。読み出しが終了したら、制御手段３４は受光素子２３ｅ、２３ｆの情報を０にリセット
する。次いで、第２の画像処理手段３６が階調補正、色補正などの画像処理を行い、画像
処理が終了したら、その画像を第２の記録手段４０に記録する。
【００４５】
　図７は、メカシャッター１２の代わりに使用可能なメカシャッター１３の構造を示す平
面図である。図７（ａ）は開口１３ｂの半分が閉じている状態、図７（ｂ）は開口１３ｂ
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が全て開いている状態を示している。
【００４６】
　メカシャッター１３は、シャッター基板１３ａに設けられたシャッター駆動レバー１３
ｃ、遮光板としてのシャッター羽根１３ｄを有し、シャッター基板１３ａには撮影光学系
１０の開口絞り１１の位置に開口１３ｂが設けられている。シャッター基板１３ａには支
点ピン１３ｅがあり、シャッター駆動レバー１３ｃには伝達ピン１３ｆがある。
【００４７】
　シャッター羽根１３ｄは支点ピン１３ｅに固定され、回転可能である。シャッター羽根
１３ｄには伝達ピン１３ｆの回転移動を伝達し、支点ピン１３ｅを中心とする半円形のシ
ャッター羽根１３ｄの回転移動に変換する移動伝達溝１３ｇがある。これにより、シャッ
ター羽根１３ｄは支点ピン１３ｅを中心として回転し、開口１３ｂを開閉する。また、シ
ャッター基板１３ａにはシャッター羽根１３ｄの回転方向の位置を規制するストッパー１
３ｈが設けられている。
【００４８】
　なお、図３（ｂ）においては、動画の情報を２つの受光素子２３ｃ、２３ｄから取得し
、静止画の情報を２つの受光素子２３ｅ、２３ｆから取得している。しかしながら、動画
の情報を３つの受光素子２３ｃ～ｅから取得し、静止画の情報を１つの受光素子２３ｆか
ら取得してもよい。この場合、シャッター羽根１３ｄが開口絞り１１の４分の１を遮光す
る形状とすればよい。即ち、静止画シャッター手段が遮光する領域の割合（感度）は各マ
イクロレンズ２２に割り当てられた動画用の受光素子と静止画用の受光素子の個数の割合
に対応している。
【実施例３】
【００４９】
　図８は、実施例３の撮像装置のブロック図である。実施例３の撮像装置は、メカシャッ
ター１２の代わりに物性シャッター１４を使用し、静止画撮影指示手段４３を有しない点
で実施例２の撮像装置と相違する。それ以外は実施例２の撮像装置と同様の構成である。
【００５０】
　図９は、物性シャッター１４の拡大側面図である。物性シャッター１４は電気的に制御
されて、開口１２ｂの半分の領域を透過状態と遮光状態にする。物性シャッター１４は、
撮影光学系１０の開口絞り近傍に配置される。
【００５１】
　図９に示すように、物性シャッター１４は、光の入射側から順に、偏光板１４ａ、透明
基板１４ｄ、媒質１４ｃ、媒質１４ｃ、透明基板１４ｅ、偏光板１４ｂを有する。ＴＮ液
晶など偏光方向を変化することができる媒質１４ｃを透明基板１４ｄ、１４ｅの間に封入
し、透明基板１４ｄ、１４ｅを偏光板１４ａ、１４ｂで挟んでいる。透明基板１４ｄ、１
４ｅには不図示の透明電極が設けられ、透明電極の印加により電気的に媒質の状態を変化
させて偏光板１４ａからの光の偏光方向を略９０度回転させる。
【００５２】
　このような物性シャッターを開口１２ｂの半分にだけ設けてもよいが、撮影光学系１０
の光路長を合わせるために、図９では、偏光板１４ａ、１４ｂを開口１２ｂの半分の領域
に設け、開口１２ｂの別の半分の領域には光を透過する透明部を設けている。
【００５３】
　図８では、偏光板１４ａと１４ｂの透過方向が直交するように配置され、電圧を与えな
い状態では偏光は９０度回転し透過状態となり、電圧を加えると偏光は０度となって遮光
状態となる。偏光板１４ａ、１４ｂの透過軸方向の透過率（無偏光光の透過率）は、光の
利用効率を高めるため、３０％より高いのが望ましく、また、画像の黒の表現を十分に出
すため、遮光状態での透過率は０．１％より低いことが望ましい。
【００５４】
　偏光板１４ａと１４ｂの透過方向は同一でもよい。このときには透過状態と遮光状態の
関係が逆となる。開閉速度の望ましい範囲は実施例２と同様である。より透過率を高くす
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の組成を変化させて色を変化させ、透過状態と遮光状態を切り替えてもよい。
【００５５】
　本実施例では、撮影者は意図的に静止画の撮影を指示せずに、制御手段３４が所定の間
隔で自動的に静止画を読み出す。第１の画像読み出し制御手段３２の動作は実施例１と同
様である。第２の画像読み出し制御手段３３の動作は実施例１と異なる。
【００５６】
　まず、制御手段３４は事前に物性シャッター１４を遮光状態にし、受光素子２３ｅ、２
３ｆの情報を０にリセットしておく。動画撮影を開始した後に、制御手段３４は、所定の
時間、物性シャッター１４を透過状態に設定してから遮光状態に設定し、第２の画像読み
出し制御手段３３を介して第２の画像読み出し手段３１による静止画像の読み出しを行わ
せる。即ち、所定の時間、受光素子２３ｅ、２３ｆは光電変換によって映像情報を生成し
、第２の画像読み出し手段３１が受光素子２３ｅ、２３ｆから静止画像の読み出しを行い
、読み出した画像情報を第２のメモリ３８に蓄積する。読み出しが終了したら、制御手段
３４は受光素子２３ｅ、２３ｆの情報を０にリセットする。次いで、第２の画像処理手段
３６が階調補正、色補正などの画像処理を行い、画像処理が終了したら、その画像を第２
の記録手段４０に記録する。
【００５７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００５８】
　本発明によれば、マイクロレンズ２２が一画素に相当し、複数の受光素子は一画素の情
報を分割して取得している。このように、静止画用の受光素子を設けても画素数は低減し
ないので動画撮影の解像度は低下しない。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　撮像装置は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに適用することができる。
【符号の説明】
【００６０】
Ｐ…射出瞳、２０…撮像素子、２２…マイクロレンズ、２３ａ、２３ｃ、２３ｄ…受光素
子（第１の光電変換素子）、２３ｂ、２３ｅ、２３ｆ…受光素子（第２の光電変換素子）
、３４…制御手段
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